
神
戸
市

尼
崎
市

明
石
市

西
宮
市

芦
屋
市

伊
丹
市

宝
塚
市

姫
路
市

空き家率

高齢者のみの世帯数と総世帯に占める割合の推移
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尼崎市空家等対策計画【概要版】

２ 尼崎市における空家等の状況

３ 尼崎市における空家等の課題計画の目的と概要１
今後もさらに増加すると考えられる空家の発生を抑制するとともに、子育てファミリー世帯の転出傾向などの

課題に対応し、空家の利活用や適正な管理を促進し、管理不全空家への対策を講じるなど、総合的、計画的に
空家対策を進める。

2017(平成29) 年度～2021(平成33) 年度計画期間

対象とする地区

対象とする
空家等の種類市内全域

空家法に規定する「空家等」、
市条例に規定する「法定外空家等」
及び居住中の住宅

本計画では、本市の状況を踏まえ、
一部住戸に居住その他の使用がなされて
いる長屋建や共同住宅など空家法の対象
とはなっていないもの（尼崎市条例の
「法定外空家等」）を含めた取り組みを
盛り込んでいる。

・住宅・土地統計調査によると、平成 25 年の空き家
総数は、38,610 戸である。

・世帯数以上に住宅総数は増加しており、今後も空き家
は増加するものと考えられる。

・本市の空き家率は、15.0％であり、周辺市と比較
して最も高い。

・建て方別にみると、長屋建等の空き家率が周辺市の
中で最も高い。

・平成 27 年に実施した空家等実態調査によると、
本市の空家等は 7,629 件であった。

・管理が不適正なもの（Ｂランク）が2,169件、管理が
著しく不適正なもの（Ｃランク）が 339 件あり、
全体の 32.8％（2,508 件）を占めている

・長屋建の空家等が 4,749 件あり、一戸建（2,508 件）
の倍近くある。

・老朽危険空家等は、倒壊等の事故に市民を巻き込む危険性が
あり、生活の安全を確保するためにも、早急な解消が課題

○ 老朽危険空家等への対応

（統計調査から見た空き家の状況）
図：老朽危険空家等のイメージ

（本市空家等実態調査から見た空家の状況）

・空家に関する市民からの苦情相談は、累計で 260 件
に上っている。

・苦情相談の中には、空家等の所有者が不明であった
り、単独では建物の接道条件が確保出来なかったり、
権利関係が複雑であるなど、解決が容易ではない
ものも多数みられる。

（空家の苦情、相談状況）

・民間事業者や自らによる空家等の除却や建替えを促進する
とともに、リフォームや耐震化なども含めた空家等の利活
用を図ることで、増加する空家等の数を減らすことが課題
・年に数回使用する家屋等（準空家等）についても、適正管
理と利活用の促進が必要

○ 現状のままでは利活用出来ない空家等ストック
　 への対応 （空家等を減らす取り組み）

○  高齢者世帯への対応（空家等発生の抑制）

【家屋等の分類】

・敷地単位では接道条件が確保出来ない
・権利関係が複雑になっている
・所有者が不明である　など

○  空家等所有者の管理意識の低さ
　  （空家等の適正な管理の促進）
・建物の老朽化により周辺環境へ悪影響を与えないために
も、空家等の適正な管理の促進が課題

○  解決が容易ではない空家等への対応
・それぞれの課題に応じて個別に対応を検討しなければ
解決が難しく、隣接する複数の建物を含めた取り組みや、
街区単位でのまちづくりの検討が必要

・居住者・利用者がいる段階から、相続など建物の引き継
ぎ方法を決めておくことや、将来的な利活用等を検討し
ておくことが重要であることを周知・啓発するなど、空
家等発生の抑制が課題

出典︓ 各年 住宅 ・ ⼟地統計調査 出典︓ 平成 25 年 住宅 ・ ⼟地統計調査

出典︓ 各年 国勢調査

出典︓ H27 尼崎市空家等実態調査

・ 看板が壊れて落ち
かけている
・ 看板が壊れて落ち
かけている
・ 看板が壊れて落ち
かけている

・ トタン屋根が錆びて落
ちかけている
・ トタン屋根が錆びて落
ちかけている
・ トタン屋根が錆びて落
ちかけている

・ ゴミが⼤量に放棄されている
・ ネズミやハエが⼤量に発⽣している
・ ゴミが⼤量に放棄されている
・ ネズミやハエが⼤量に発⽣している
・ ゴミが⼤量に放棄されている
・ ネズミやハエが⼤量に発⽣している

・ ベランダが壊れて落ちかけている・ ベランダが壊れて落ちかけている・ ベランダが壊れて落ちかけている

・ 壁が傾いて倒れかかっている・ 壁が傾いて倒れかかっている・ 壁が傾いて倒れかかっている

・ ⽴⽊の枝や草⽊が、 道路に
はみ出して通⾏を妨げている
・ ⽴⽊の枝や草⽊が、 道路に
はみ出して通⾏を妨げている
・ ⽴⽊の枝や草⽊が、 道路に
はみ出して通⾏を妨げている

・ ⽴⽊が建物を覆うほど茂っている・ ⽴⽊が建物を覆うほど茂っている・ ⽴⽊が建物を覆うほど茂っている・ 屋根が傾いている
・ 屋根に⽳が開いている
・ ⽡がずり落ちている

家屋等

居住
家屋等

　準
空家等

空家等

① 空家予備軍
　（高齢者世帯など）

○ 大半の居住家屋等
　（①以外の居住家屋等）

② 年に数回帰省する
　 家屋等

③ 現状のままでも
　 利活用可能な空家等

④ 老朽危険空家等

⑤ その他の空家等

⑥ 解決が容易
　 ではない空家等

⑥

⑥

･･･近い将来空家等に
なる可能性がある

･･･管理不全に陥る
可能性がある

･･･小修繕でも流通　
する可能性がある

･･･事故等が発生する
危険性がある

･･･ﾘﾌｫｰﾑ等により流通
する可能性がある

･･･長期間放置される
可能性がある
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４ ５空家等対策の推進方策 ～ ７つの方針と施策 ～

空家等対策に
おける原則

計画の推進

方針２

○ 推進体制

○ 計画の進行管理

老朽危険空家等の
管理不全対策の推進

図：連携体制のイメージ

評価指標 基準値 目標値（累計）

地域団体
ＮＰＯ等

地域・
近隣住民

・相談窓口
・施策の推進

・勧告、命令等に係る審議、協議

・国、県
・他自治体
・法務局
・裁判所

・弁護士会
・司法書士会
・建築士会

・建築士事務所協会
・宅地建物取引業協会
・不動産鑑定士協会
・土地家屋調査士会

・ひょうご空き家対策フォーラム

協力

諮る

連携
協力

意見

相談 助言・
情報提供

相談・
情報提供

情報提供
・啓発

尼崎市

尼崎市危険空家等対策審議会

関係機関
関係団体

空家等
所有者等

空家等は、個人の資産であり、
所有者又は管理者（所有者等）が
自らの責任により適正に管理する
ことが原則となる

空家等対策の取り組み方針
建物の居住･管理状況や規模･形態

などに合わせた７つの方針を掲げ、
総合的な施策を展開する

計画の実効性に関する評価指標及び目標値を以下の
ように設定し、計画期間中の毎年度、進捗状況等を
評価し、市の施策評価に反映する。

市民の相談に対する解決率
Cランクの空家数
老朽危険空家等の除却件数
空家講座の参加人数

【H27：25％】 ⇒  【H33：80％】
【H27：339 件】 ⇒  【H33：200 件】
【H28：17 件】 ⇒  【H33：110 件】
【H29：0人】 ⇒  【H33：1,000 人】

市民等からの相談は、建築安全担当が主管部局と
して総合窓口となり、相談の内容に応じて所管する
部署と連携しながら問題の解決を図っていく。
空家等への対策は、本計画に基づき、地域住民、

関係団体、国や県などの関係機関等と連携しながら
総合的に推進していく。

全国空き家対策推進協議会やひょうご住まいづく
り協議会に参加し、空家問題に係る情報共有と課題
への対応策の検討などを行う。

空家等の流通・利活用の促進方針３

（施策）

・小修繕やリフォーム等を実施すると利活用が
可能な空家等については、空家等の流通・利活用
を図る

○ リフォーム・耐震化の支援の推進
・住宅耐震改修工事費補助など【実施中】

○ 空家活用・流通支援専門家派遣
・助言や提案を行う専門家の派遣【検討】

○ 子育て・新婚世帯向け空家改修支援
・購入時に必要となる改修への支援【検討】
　                                                                      など

所有者等の管理意識の向上方針１

（施策）

・所有者等の管理意識の底上げを図るため、意識
啓発や情報提供を推進する
・法務や不動産等の関係団体と連携体制を構築し、
相談体制を整える

○ 空家等所有者の意識啓発・情報発信
・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸや啓発ﾁﾗｼの作成・配布【拡充：重点取組】

○ 空家等に関する相談体制の整備
・空家等相談会の開催【実施中】
・空家講座の開催【検討】

○ 関係団体との連携体制の確立
・相互連携協定の締結など【検討：重点取組】

空家等の除却・建替え
・跡地活用の促進方針４

（施策）

・老朽化が著しく、リフォームに多額の費用がか
かるなど、利活用が困難な空家等については、
関係団体と連携しながら、除却・建替えの促進
や除却した跡地の活用を図る

○ 除却・建替え推進方策の検討【検討：重点取組】
・現在利用されていない空家等の除却・建替えを支援
することにより流通・利活用を促進し、若年世帯の
転入に繋がるような新たな施策を検討する。

○ 除却した空家等の跡地の活用の促進【検討】
・防災広場やポケットパークなど、地域コミュニティー
の場としての活用などの可能性について検討 

事前対策による
空家等発生の抑制方針５

（施策）

・居住住宅の所有者等への意識啓発や福祉部局・
税務部局、関係団体などと連携した取り組みを
検討・推進することで、空家等の発生を抑制
する

○ 税務部局と連携した取り組みの推進【拡充：重点取組】
・固定資産税の納付通知書送付に合わせた意識啓発
・所有者変更申請に合わせた意識啓発
・譲渡所得の特別控除の活用推進

○ 福祉部局と連携した取り組みの推進
・高齢者や成年後見人の申請に係る相談者への啓発
   チラシの配布など【検討】

関係団体と連携した
適正な管理の促進方針６

（施策）

・所有者等の管理に関する意識啓発に加え、関係
団体と連携して空家等管理支援の仕組みを整え
るとともに、継続的に空家等の実態を把握する
ことで、空家等の適正な管理を促進する

○ 継続的な空家等の実態把握
・空家等にかかる情報を継続的に把握して、
   データベース化する。【実施中】

○ 空家等管理の支援体制・制度の検討
・空家等管理事業者の紹介制度、ふるさと納税等
   を活用した空家等管理・除草などの制度創設を
   関係団体等と連携して検討【検討】

まちづくりによる
取り組みの推進方針７

（施策）

・接道条件を満たしていない空家等や権利関係が
複雑なケースなどにおいては、街区単位など複
数の建物をまとめて改善する方法の検討など、
まちづくりの視点に立った取り組みを推進する

○ 密集市街地解消に向けた施策との連携
・狭あい道路の拡幅整備【実施中】
・密集市街地の早期解消に向けた建替促進策等
   の検討【検討】
○ 非接道空家等の解消手法の検討
・隣地所有者や事業者が取得して敷地統合し、接道
   条件を確保するなど、空家と狭あい道路の解消を
   あわせて進めやすくする手法の検討【検討】

（施策）

・周辺への影響が大きい老朽危険空家等については、
所有者による管理、改善を促し、改善がなされ
ない場合は勧告、命令を行うなど指導を強化する

○ 勧告、命令措置の強化、行政代執行の実施
　・文書の送付による指導、必要に応じて代執行【実施中】

○ 老朽危険空家等の除却支援
　・除却費用の一部を補助【実施中】

○ 所有者不明空家対策
　・財産管理人制度の活用、国への働きかけ【拡充】
　                                                                      など

地域・関係団体・
関係機関との連携

国や県の支援・
助成制度等の活用

市の相談体制

効果の検証

今後実施される国の統計調査等の結果や市で実施する
空家等に関連する調査などの結果を踏まえ、計画期間が
満了する平成 33 年度を目途に計画の見直しを行う。

計画の見直し

連携
協力

指導
・助
言相談


